
（別紙）
持続的酪農経営支援事業実施要綱

（平成２３年４月１日付け２２生畜第２４２３号農林水産事務次官依命通知）一部改正新旧対照表
（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

改正 平成２３年８月３１日 ２３生産第４２２３号 改正 平成２３年８月３１日 ２３生産第４２２３号
改正 平成２４年８月 ９日 ２４生畜第 ９９１号 改正 平成２４年８月 ９日 ２４生畜第 ９９１号
改正 平成２５年５月１６日 ２５生畜第 １５６号 最終改正 平成２５年５月１６日 ２５生畜第 １５６号

最終改正 平成２６年３月２６日 ２５生畜第２００８号

第１～第５（略） 第１～第５（略）

第６ 事業実施手続 第６ 事業実施手続
１～６（略） １～６（略）
（削る。） ７ 地方農政局長等は、都道府県協議会等の協力を得て、必要に

応じて本事業の効果を検証するためのアンケート等を実施する
ことができる。

第７～第１０（略） 第７～第１０（略）
別表１・２（略） 別表１・２（略）
様式第１号～第８号（略） 様式第１号～第８号（略）

附則（平成２６年３月２６日 ２５生畜第２００８号）
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。


